
立川市自転車施策推進協議会の議事の要旨（要点）            

会議名称 令和４年度第１回立川市自転車施策推進協議会 

開催日時 令和４年８月３日（水）午前 10 時から正午まで 

開催場所 立川市役所本庁舎 101 会議室 

議事次第 １．自転車走行環境整備について 

２．立川市シェアサイクル実証実験について 

配付資料 資料１：立川市自転車施策推進協議会委員名簿 

資料２：自転車走行環境整備について 

資料３：立川市シェアサイクル実証実験について 

参考資料１：民間事業者による電動キックボードの公道実証実験について 

参考資料２：立川市自転車等放置防止条例 

参考資料３：立川市自転車等放置防止条例施行規則 

出席者 ［委員］ 

秋山廣、佐藤三男、大森宣暁、古倉宗治、大島武巳、新井和典、榎本聡、

鈴木孝典、山川滋、金丸清泰 

［事務局］ 

野澤英一（まちづくり部長）、大和田智也（交通対策課長）、有馬理（自転車

対策係長）、高村英樹（自転車対策係） 

公開及び非公開 公開 

傍聴者数 １名 

議題（１）自転車走行環境整備について 

＜委員＞ ＜事務局＞ 

・すずらん通りは歩道を広げてから、車道に自転

車ナビマークを設置すべきと考える。 

・東京都の自転車ネットワーク計画との関係はど

うなっているのか。 

 

・自転車ナビマーク・ナビラインの整備効果は検

証しているか。 

 

・自転 車ナビマーク・ナビラインを設 置する際 の

車道幅員の基準等はあるのか。 

・まちづくり推進課等の庁内関係課と調整し、整

備を進めていく。 

・市 ではネットワーク計 画 を策 定 していないが、

東京都や警 視庁、近隣 市の整備との連続性を

考慮しながら、整備している。 

・警視庁が都内で行った調査より、自転車の車

道走行率の増加、車道逆走率の減少等、一定

の効果があると考えている。 

・車道幅員が７m 程度以上あると車のタイヤが乗

らないので望ましいが、それより狭い車道であっ

ても設置の必要性が高いと考えれば、設置して

いる。 

議題（２）立川市シェアサイクル実証実験について 

＜委員＞ ＜事務局＞ 

・アプリを用 いて鉄 道 とシェアサイクルの連 携 を

始めているので、立川市の実証実験に期待して

いる。 

・（意見として承った） 

 

 



・民間施設にシェアサイクルステーションを設置

する場合、賃料を支払っているのか。 

・１ステーションのラック数はどのくらいか。 

・市 内のステーションにおける最 大 のラック数は

どのくらいか。 

 

 

 

・多摩モノレールと自転車の連携を推進したい。

駅の直下へのステーション設 置は検 討している

のか。 

・高松駅で実施しているレンタサイクルとシェアサ

イクルを統合する考えはあるのか。 

・シェアサイクルを利用する目的や年齢層、時間

帯が分かれば、参考にしたい。 

 

 

 

・バスと自転車による事故が減少していない現状

で、自転車が歩道から車道へ飛び出すことへの

安全対策が課題である。 

 

 

・シェアサイクルと電動キックボードは目的がほぼ

同じであることから、電動キックボードのポートが

まだ設置されていない場所にシェアサイクルステ

ーションを設置することが良いと考える。 

・通勤通学を目的とした駅からのシェアサイクル

利用については考えているか。 

 

・「マイサイクル」から公共性の高い「シェアサイク

ル」への転換のため、積極的にステーションを設

置すべきと考える。 

・ステーション内のラックは増設できるのか。 

 

・現時点で実証実験中のトラブルはあったか。 

 

 

 

・事業者からは、現時点では支払っていない

と聞いている。 

・最小単位は３ラックである。 

※会議中の回答に誤りがあったため、以下の

とおり修正します。 

（誤）・たちかわ競輪場の９ラックである。 

（正）・たましん RISURU ホールの 11 ラック

である。 

・道路上への設置になるので、東京都や警視

庁と協議しながら、ステーションの確保を検

討していく。 

・庁内で検討する。 

 

・事業者から提供されたデータに関しては、

本協議会で適宜報告する。なお、現時点での

データを参考にすると、利用の多い時間帯は

昼、夕方、深夜となっている。通勤や回遊に

使われていると思われる。 

・シェアサイクル利用者に対しては、アプリ

内で交通ルールの順守を周知している。ま

た、一般的な自転車利用者に対しては、引き

続き広報等による安全利用の啓発を実施し

ていく。 

・シェアサイクルと電動キックボードの実施主体

は異 なっているが、市 内 におけるステーションと

ポートの設置場所にも限りがあるため、完全に分

離した状態を作るのは難しくなると思われる。 

・イグレス利用の視点も持っている。引き続

き利用目的を意識しながらシェアサイクル

ステーションの設置を検討する。 

・意見を参考にステーション設置を進めてい

く。 

 

・敷地のスペースによるが、増設は可能であ

る。 

・シェアサイクルステーションに誤って、一

般の自転車が駐輪されてしまうケースがあ

ったが、ラックにステッカーを貼ってわかり

やすくした結果、駐輪誤りは減少した。 



・高松駅で実施しているレンタサイクルとシェアサ

イクルのバランスをどうするのか。 

 

 

・シェアサイクルは土 地 勘 のない方 の市 内 自 転

車利用を増加させるおそれがある点をどう考えて

いるのか。 

・シェアサイクルのパンフレットにあるシェアサイク

ルの IC カードがイメージできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・シェアサイクル利用料金の支払い方法が分かり

づらい。 

・シェアサイクルの普及のためにもっと告知すべ

きである。 

・シェアサイクルステーションの設置場所は自転

車の放置が多い場所が良いと思う。 

 

・西武立川駅北口有料自転車駐車場や西部連

絡所にステーションがあるのがわからなかった。 

・深夜利用を考えると、西武立川駅付近のスー

パーに設置すると良いと思う。 

・レンタサイクルとシェアサイクルは目的に

よって利用者が選択し、使い分けていると考

えている。レンタサイクルとシェアサイクル

の使われ方は今後も分析していきたい。 

・シェアサイクル利用者による事故が起こら

ないよう、安全利用の啓発を行っていく。 

 

※会議中の回答に誤りがあったため、以下の

とおり修正します。 

（誤）現在 IC カードの取扱いはなく、専用

アプリでの操作となる。 

（正）・自転車を利用中に自分が持っている

交通系 IC カードを登録することで HELLO 

CYCLING 専用の開錠カードとして利用する

ことができる。次回から暗証番号を入力せず

に、IC カードを自転車の操作パネルにかざ

すだけで自転車を利用することができる。た

だし、IC カードでの決済はできない。なお、

登録方法の詳細は専用アプリの「ご利用ガイ

ド」に掲載されている。 

・クレジットカード、キャリア決済、電子マ

ネーの三通りで、現金は扱わない。 

・街中で目に付くような周知を検討してい

く。 

・放置自転車が多い場所は、確かに需要が見

込めると思われるが、道路上になるため、検

討が必要である。 

・ステーションの設置箇所の周知に努める。 

 

・（意見として承った） 

その他 民間事業者による電動キックボードの公道実証実験について（情報提供） 

＜委員＞ ＜事務局＞ 

・1 か所当たり何台駐輪できるのか。 

 

・現在、運転免許証の携帯は必要か。 

 

・最 小 は１台 でも可 能 で、２、３台 規 模 が多 いと

思われる。 

・現在は運転免許証の携帯は必須であるが、法

改正後は不要になるケースもある。 

担当 まちづくり部交通対策課自転車対策係 電話 042-523-2111（2285） 

 


